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素敵なパートナーになるために 第17号第17号
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男女共同参画すごろく
～すごろくで知る男女共同参画の歴史～

平成13年に創刊した「いーぶん」も今回で第17号です。
この7年間で男女共同参画は、まだ十分とは言えないまでも徐々に社会に浸透して
きているのではないでしょうか。
今回の「いーぶん」は、まだ「男女共同参画」という言葉もなかった大正時代から
現在までの男女共同参画の大きな流れ、歴史にスポットをあててみました。
すごろく形式ですので、みなさん、男女共同参画の歴史を学びながらゴールを目指
しましょう！レッツスタート！！



１
回
や
す
み

男女共同参画すごろく

さあ、男女共同参画の
歴史を振り返りながら、
ゴールを目指そう！！

大正時代、男子普通
選挙は実現したけ
ど、女性に参政権は
なかったんだ。

1回やすみ

昭和20年、やっと
20才以上の男女に
選挙権が認められ
たよ。

2マスすすむ

昭和初期、労働の面
では男女間にまだま
だ格差があったみた
いだね。

2マスもどる

昭和21年、初めて
の女性の警察官が
採用されたよ！

1マスすすむ

国連で、女性の人
権に関する取組が
進められたよ。

昭和中期、職場では、
決められた男女の役
割分担があって、ま
だ男女平等ではなか
ったんだ…。トホホ…。

ふりだしにもどる

昭和35年、スリラ
ンカで、世界初の
女性首相が誕生し
たよ。

昭和38年、旧ソ連で
初めての女性の宇宙
飛行士が誕生した
よ。

昭和24年、4月10日
からの一週間が「婦
人週間」と定められ
て、平成10年に「女
性週間」に名前が変
わったよ。

昭和24年、第一回公
務員採用試験で30
名の女性が合格した
よ！すごいっ！！

1マスすすむ

スタートスタート

昭和中期、まだまだ
様々な場面におい
て、男女間で格差が
あったみたい‥。

3マスもどる

昭和39年、母子福祉
法（昭和56年に母子
及び寡婦福祉法に
改称）が施行された
んだ。

昭和47年、男女雇用
機会均等法の基に
なる「勤労婦人福祉
法」が制定されたん
だよ。
2マスすすむ

昭和終期になると、
だんだん女性の社
会進出が進んできた
みたい。
やったーー。
1マスすすむ

平成の時代に入っ
て、いろんな面で、
男女平等が意識され
てきたみたい。もう
少し！！
1マスすすむ

女性が社会進出する
ようになったけど、
そこでの不平等な扱
いが目立つようにも
なったんだ‥‥。
3マスもどる

「男は仕事、女は家
庭」という考えに固
執している人たちが
まだいた！！残念！
ふりだしにもどる

平成13年
「いーぶん」が創
刊されたよ！！
1マスすすむ

女性も男性もそれぞ
れ自分らしく生きる
「ワーク・ライフ・バ
ランス」という考え
方が出てきたね。
すばらしい！

仕事と家事の両立を
支援する企業「ファ
ミリー・フレンドリ
ー企業」が増えてき
たよ。
1マスすすむ

平成21年2月
「いーぶん」17号
が発刊されたよ！

平成6年、内閣総
理大臣官房に、男
女共同参画室が設
置されたよ。

昭和 61年、とうと
う日本憲政史上初
の女性党首が誕生
したよ。

もうあと一歩！！
今日に至るまでいろいろな出来
事があったんだね。これからも
自分らしい生活ができるよう、
それぞれが心がけよう！

大正時代から現在まで
の男女共同参画の歩み
を見ながらゴールを目
指そう！！

ゴールには、ぴっ
たりで着くように
してね！！

このサイコロの展開図を
切り取ってサイコロを組
み立てて使ってね！！

ゴール！！ゴール！！
あと少しだ！

１回やすみ
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『いーぶん』は再生紙を使用しています。＊広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主にお願いします。

編集協力者／岡西  美子、横井  秀子、吉田  和江、
　　　　　　伊藤  孝司、岩田  宏美
編集・イラスト協力者／後藤  明美
編集・発行／一宮市企画部企画政策課
〒491－8501　一宮市本町 2 － 5 － 6
TEL 0586－28－8952
FAX 0586－73－9128
eメールアドレス　kikakuseisaku@city.ichinomiya.lg.jp
ホームページアドレス　http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/

＊企画政策課のホームページでは、『いーぶん』の
　バックナンバーがご覧いただけます。

今回は、すごろくの中に出てくるいくつかのキーワードを取り上げます。
過去のいーぶんで取り上げたキーワードもありますので、もう一度見てみ
ましょう！！

時代と共にキーワー
ドも移り変わってい
くんだね！

母子及び寡婦福祉法
・・・1964年（昭和39年）に制定された、母子
家庭の児童の健全な心身の育成及び、かつて母
子家庭の母であった配偶者のいない女性（寡
婦）の健康で文化的な生活を保障することを目
的とした法律。2002年（平成14年）の法改正に
伴い、父子家庭の父親も措置の対象となった。

男女雇用機会均等法
・・・雇用の分野における男女の均等な機会及
び待遇の確保等に関する法律。

ワーク・ライフ・バランス
・・・女性も男性も仕事と自分の時間のバランス
をうまくとって、仕事も自分の時間も充実させる
という、1990年代初頭のアメリカで考え出され
た概念・政策。
（いーぶん第15号参照）

愛知県ファミリー・フレンドリー企業
・・・家事・育児と仕事の両立に対する支援を制
度として掲げ、愛知県に登録している企業。（い
ーぶん第16号参照）
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